
令和２年度 一般会計歳出　第 ９ 款 ２ 項 ２ 目 12 節　委託料

種 目 番 号 委託担当

－ 金沢工場 技術管理係 TEL　784-9711

設 計 書

１ 委 託 名 金沢工場焼却残さ輸送委託

２ 履 行 場 所 資源循環局金沢工場

３ 履 行 期 間 ☑期間 令和２年４月１日　から　令和３年３月31日　まで

又 は 期 限 ☐期限 契約締結日から平成　年　月　日まで

４ 契 約 区 分 ☐ 確定契約 ☑ 概算契約

５ その他特約事項 なし

６ 現 場 説 明 ☑ 不要

☐ 要 (　　月　　日　　時　　分、場所 )

７ 委 託 概 要 　本委託は、横浜市資源循環局金沢工場から排出される焼却残さ（ご

み焼却灰）を、横浜市資源循環局南本牧廃棄物最終処分場へ輸送する

ものである。

横浜市資源循環局

受付番号

連絡先

P　1



８　部分払

☑　する　（12回以内）

☐　しない

                              部分払の基準

業 務 内 容 履行予定月 数  量 単位 単 価 金    額

焼却残さ輸送
（南本牧廃棄物最終処分場）

４月～３月 (38,078) トン

※単価及び金額は、消費税等相当額を含まない金額。

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　）で囲む。

委託代金額 （  　　　　　　　）

内訳 業務価格 （　　　　　　　　）

消費税等相当額 （　　　　　　　　）

横浜市資源循環局 P　2

（　　　　　　）



 委　託　内　訳　書

名称 形状寸法等 数量 単位
単価

（円）
金額（円） 摘要

焼却残さ輸送費（概算）

　南本牧廃棄物最終
　処分場

(38,078) トン （　　　　）

業務原価 （　　　　）

業務価格 （　　　　）

消費税等相当額 1 式 （　　　　）

合計 （　　　　）

業務委託料 （　　　　）

金沢工場焼却残さ輸送委託

　　 ※概算数量の場合は、数量及び金額を（　　）で囲む
 
 横浜市資源循環局 　Ｐ　3　　



 1 

特記仕様書 

 

１ 委託概要 

本委託は、金沢区幸浦二丁目７番地１所在、横浜市資源循環局金沢工場（以下「金沢工場」という）

を起点とし、金沢工場の焼却残さ（以下「ごみ焼却灰」という）を、別紙図面に示す横浜市中区南本

牧４番地先所在、横浜市資源循環局南本牧廃棄物最終処分場（以下「南本牧廃棄物最終処分場」とい

う）に輸送するものである。 

 

２ 履行期間 

(1) 本委託の履行期間は、令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31 日までとする。 

(2) ごみ焼却灰の輸送作業は、原則として土曜日、日曜日及び年末年始（12 月 31 日～１月３日）を除

き、祝日を含めた平日とする。ただし、本市が指示する場合は、この限りではない。 

(3) 灰搬出日については、事前に金沢工場から連絡するものとする。 

 

３ 作業内容及び作業時間 

(1) 作業内容 

ごみ焼却灰の南本牧廃棄物最終処分場への輸送。 

なお、詳細経路は別添経路図面を参照すること。 

(2) 作業時間 

ア ごみ焼却灰の積込作業時間は、原則として午前８時 00 分から午後３時 30 分までとする。 

イ 南本牧廃棄物最終処分場の受入時間は次のとおりであり、受入時間内での入退場とする。 

   (ｱ) 現金支払いの場合 

     午前８時 30 分から正午、午後１時 00 分から午後３時 30 分 

   (ｲ) 後納支払いの場合 

     午前８時 30 分から正午、午後１時 00 分から午後４時 00 分 

 

４ 運搬日数及び概算輸送量 

  R2.4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月   

運搬

日数 
22 日 21 日 22 日 23 日 21 日 22 日   

概算

輸送

量 

（3,067）ｔ （4,140）ｔ （3,271）ｔ （3,169）ｔ （4,038）ｔ （3,067）ｔ   

  10 月 11 月 12 月 R3.1 月 2 月 3 月 年間合計 

運搬

日数 
22 日 21 日 22 日 20 日 20 日 23 日 259 日 

概算

輸送

量 

（3,169）ｔ （3,833）ｔ （3,169）ｔ （2,198）ｔ （1,789）ｔ （3,168）ｔ (38,078)ｔ 
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５ 積載量 

(1) １回あたりの積載量は、当該車両の最大積載量を超えないものとし、以下による。 

(2) 平均積載量は、10［t］車で 8.6［t］程度、８［t］車で 6.7［t］程度とする。 

(3) 計量は、ごみ焼却灰積込前及び積込後に、金沢工場内のトラックスケールを使用して行うこと。 

（原則、往復計量） 

(4) 金沢工場での往復計量の差し引き重量を、その回のごみ焼却灰積載量とする。 

(5) １車１往復（サイクル）を１回とする。また、最終回も１往復（サイクル）とみなし１回とする。 

 

６ 輸送回数 

１日１車の標準輸送回数は、４項の運搬日数及び概算輸送量等をもとに計画を立て、本市に提出す

ること。 

 

７ 車両の要件 

(1) 配属車両は整備良好な８［t］車又は 10［t］車（鋼製荷箱容量 13.6［ｍ３］以上、深ボディダン

プトラック、最大高約 3.4［ｍ］以下）で、自社車両を原則とする。また、１車につき運転手１名を

配属するものとする。 

(2) ８［t］車及び、10［t］車の配車計画は、本市及び受託者と協議の上決定する。 

(3) 受託者はあらかじめ、車両の運転手氏名及び車両登録番号等を本市に提出すること。 

 

８ 輸送経路 

輸送経路は、本市が別紙図面に定めた経路に従うものとする。ただし、本市が輸送先の変更を指示

した場合、又は受託者がやむを得ない理由により事前に本市に経路の変更を申し入れ、これを本市が

承諾した場合、この限りではない。 

 

９ 作業上の注意 

(1) 金沢工場の灰車路は、ダイオキシン第１管理区域にあたるため、レベル１用の保護具を着用し作

業を行うものとする（工場構内作業基準参照）。 

(2) 受託者は、輸送にあたり、灰及び汚水を路面にこぼさないような措置を行うこと。具体的には荷

台から灰が露出、飛散しないようにシートで養生するか、もしくは開放部全面に可動式天蓋を設置

するなどの措置を講じること。また、使用車両の洗浄は念入りに行うこと。 

(3) 車両の走行については道路交通法を遵守するとともに、輸送経路付近住民に対する環境障害とな

らないように常に配慮するものとする。 

（4） 受託者は、作業中に、設備その他に異常な箇所を発見した場合は、本市に速やかに報告すること。 

 

10 輸送業務の停止 

(1) 本市は施設の事故等により、輸送業務を停止することがある。ただし、この場合補償料金等は支

払わないものとする。 

(2) 南本牧廃棄物最終処分場が、強風や積雪等により受入を停止している場合、本市の指示により輸

送業務を停止する。この場合、補償料金等は支払わないものとする。 
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11 輸送伝票 

受託者は、本市が発行する当該月の輸送先証明印が押印された輸送伝票を、報告書とともに翌月５

日までに本市に提出するものとする。 

 

12 関係法令 

受託者は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、同施行令、同施行規則、「横浜市廃棄物等の減量

化、資源化及び適正処理等に関する条例」、同規則、「道路運送車両法」、その他関係法規を遵守しなけ

ればならない。 

 

13 契約の解除 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に違反し、廃棄物処理業等の停止、取り消しの行政処分を

受けた場合、本市は契約を解除することができる。 

 

14 事故処理 

(1) 受託作業中に事故（人身事故を含む。）が発生した場合は、受託者は本市に速やかに報告すること。 

(2)  本市の責任によらない作業中の事故（人身事故を含む。）については、一切受託者の責任において

処理するものとする。 

 

15 提出書類 

受託者は、委託共通仕様書による提出書類のほかに、以下の書類を委託担当職員（担当監督員）に

提出すること。また、別途必要とされる書類がある場合及び書式指定のない書類については委託者と

受託者の協議の上、決定すること。 

提出書類名 提出時期等 部数 備考 

車両一覧表 業務着手前 １部  

横浜市一般廃棄物収集運搬業許可証（写し） 業務着手前 １部  

自動車検査証（写し） 業務着手前 １部 委託に用いる全車両分 

 







令和元年11月

１　適用する仕様書等

　　資源循環局が発注する委託等に適用する仕様書、特記仕様書、適用図書及び遵守事項は、下記の共通

　仕様書等のうち☑が印されたものとします。

適用 名称 改定年月

☑ 委託共通仕様書 令和元年８月

☑ 資源循環局工場構内作業基準 平成30年 4月

☑ 資源循環局処分場・排水管理構内作業基準 平成30年 4月

□ 資源循環局各施設構内作業基準 平成30年 4月

□ 横浜市土木設計業務共通仕様書 平成28年 7月

□ 横浜市測量業務共通仕様書 平成28年 7月

□ 横浜市地質調査業務共通仕様書 平成28年 7月

□ 横浜市建築局建築設計委託業務共通仕様書 令和元年 5月

□ 横浜市建築局建築工事監理委託業務共通仕様書 令和元年 5月

□ 個人情報取扱特記事項 平成27年10月

受託者は、この契約に基づき個人情報を取り扱う事務を行う場合には、「個人情報取扱特

記事項」を遵守し、業務着手にあたっては「個人情報取扱特記事項」に基づく研修を実施

し、個人情報保護に関する誓約書及び研修実施報告書を提出すること。

☑ 電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項

□ 前金払に関する特記事項

本委託業務については、契約代金額が、設計・調査業務の場合300万円以上、測量業務の場

合200万円以上（設計・調査業務と測量業務が含まれる場合は200万円以上）となった場合

は、前払金を請求することができます。

２　入手先

　　仕様書は以下の市ホームページ上にて公開していますのでダウンロードしてください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/youshiki/shigen/shiyousyo

３　適用する委託契約約款

　　本委託は、令和２年４月１日の改正民法の施行に伴い、新たに施行する本市委託契約約款を適用する

　こととします。

適用する仕様書等(委託)



金沢工場案内図 

金沢水再生ｾﾝﾀｰ 

南部 
汚泥 
資源化 
ｾﾝﾀｰ

横浜市金沢区幸浦二丁目７番地１ 



図面名称 縮尺 ＮｏＳｃａｌｅ

横浜市資源循環局適正処理計画部　金沢工場（令和2年度）

委託名 金沢工場焼却残さ輸送委託 図番 1/1

輸送経路図（金沢工場～最終処分場へ直接輸送）

資源循環局

適正処理計画部

金沢工場

資源循環局南本牧

廃棄物最終処分場

金沢工場～南本牧廃棄物最終処分場 （赤線経路）

： 一般道を使用


	01_R2設計書（残さ輸送委託）金抜き
	02_R2特記仕様書
	03_委託共通仕様書R元_8
	04_適用する仕様書等(委託)2019_11
	06_金沢工場案内図
	07_R2金工輸送経路図

